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告 示■

◎群馬県告示第６２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋西久保線 前橋市上泉町８８３番の２地先から同 前 １０．０～１４．７ ２２７．０
市同１０３２番地先まで

後 １０．０～２５．７ ２２７．０

◎群馬県告示第６３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋安中富岡 高崎市棟高町字西新堀６１８番の１地 前 - -
線 先から同市箕郷町上芝字大杉３４４番

地の２地先まで 後 ２４．０～１３５． ３１６９．１
２

◎群馬県告示第６４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル
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県道 高崎渋川線 高崎市棟高町字西新堀６８１番の３地 前 ８．４～８．４ ２４２．０
先から同市同字同５９５番の４地先ま
で 後 ８．４～３７．０ ２４２．０

◎群馬県告示第６５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 高崎東吾妻線 高崎市箕郷町下芝字萬行７６７番の１ 前 １７．８～３４．３ ８９．０
地先から同市箕郷町上芝字大杉３２８
番の４地先まで 後 １７．８～３７．３ ８９．０

◎群馬県告示第６６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年３月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 柏木沢大八木 高崎市保渡田町字東谷２０５９番の３ 前 ６．７～８．９ ３３９．６
線 地先から同市同字橋場２５００番の１

地先まで 後 ６．７～８．９ ３３９．６
７．３～３６．１ ３９５．０

◎群馬県告示第６７号

河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第４９

条の規定により告示する。
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なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部河川課及び群馬県高崎土木事務所において縦覧

に供する。

令和４年３月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 河川の名称 利根川水系 一級河川雁行川

２ 廃川敷地等が生じた年月日 令和４年３月１５日

３ 廃川敷地等の位置 高崎市寺尾町字市海道２７０２番１地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 ８７．８８㎡
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人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
行
政
職
給
料
表
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

公
安
職

九
級

警
察
本
部
の
部
長

一

サ
イ
バ
ー
セ
ン
タ
ー
長
の
職
務

給
料
表

又
は
参
事
官
の
職

二

外
国
人
総
合
対
策
参
事
官
の
職
務

務

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
う
ち
六
警
察
の
表
警
察
本
部
の
項
中
「
特
殊
詐
欺
対
策
統
括
官
」
を
「
組
織
犯
罪
対

「
参
事
官

策
統
括
官
」
に
、
「
参
事
官
」
を

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

外
国
人
総
合
対
策
参
事
官
」

に
加
え
る
。

サ
イ
バ
ー
セ

サ
イ
バ
ー
セ
ン
タ
ー
長

二
種

ン
タ
ー

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

群
馬
県
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則

第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
一
号
中
「
銃
器
犯
罪
捜
査
従
事
手
当
」
を
「
銃
器
等
犯
罪
捜
査
従
事
手
当
」
に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
銃
器
犯
罪
捜
査
従
事
手
当
」
を
「
銃
器
等
犯
罪
捜

査
従
事
手
当
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
銃
器
」
を
「
若
し
く
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
（
以
下
「
銃

器
等
」
と
い
う
。
）
又
は
銃
器
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
銃
器
」
を

「
銃
器
等
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
項
第
一
号
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政

令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
」
を
「
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機

関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
中
「
警
察
本
部
」
の
下
に
「
、
サ
イ
バ
ー
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公安委員会規則■

群馬県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則をここに公布する。

令和４年３月１５日

群馬県公安委員会委員長 町 田 錦一郎

群馬県公安委員会規則第４号

群馬県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号。以下「法」という。）、銃砲刀剣類所持

等取締法施行令（昭和３３年政令第３３号。以下「政令」という。）及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭

和３３年総理府令第１６号。以下「施行規則」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（届出書等の提出部数）

第２条 施行規則第１条第２項の規定により群馬県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が定める届出書、

申請書その他提出すべき書類等の部数は、次のとおりとする。

⑴ 施行規則第４条第１項及び第２項に規定する届出書 ２通

⑵ 施行規則第６条に規定する写真 ２枚

⑶ 施行規則第１１条第１項第１２号に規定する写真 ２枚

⑷ 施行規則第３３条に規定する写真 ２枚

⑸ 施行規則第３５条第３項に規定する写真 ２枚

⑹ 施行規則第５８条第１項（第７２条において準用する場合を含む。）に規定する届出書 ２通

⑺ 施行規則第７６条第１項第１号に規定する写真 ２枚（受けようとする認定の数が２以上であるときは、そ

の数に１を加えた枚数）

⑻ 施行規則第７９条に規定する写真 ２枚（受けようとする再交付の数が２以上であるときは、その数に１を

加えた枚数）

⑼ 施行規則第９０条第１項及び第２項に規定する届出書 ２通

⑽ 施行規則第１００条第１項及び第２項に規定する届出書 ２通

⑾ 施行規則第１０２条第２項及び第３項（第１０３条第２項において準用する場合を含む。）に規定する届出

書 ２通

⑿ 施行規則別表第１に規定する写真 ２枚（法第９条の１６第１項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定を

受けようとする者のうち、受けようとする認定の数が２以上であるときは、その数に１を加えた枚数）

⒀ 前各号に掲げるもの以外のもの １通

（所持許可の期間）

第３条 政令第６条第１項の規定により公安委員会が定める許可の期間は、２年とする。

２ 政令第６条第２項の規定により公安委員会が定める許可の期間は、１年を超えない範囲内において公安委員会

が必要と認める期間とする。

３ 政令第２４条第１項の規定により公安委員会が定める許可の期間は、６０日を超えない範囲内において公安委

員会が必要と認める期間とする。

（認定証の有効期間）

第４条 政令第２６条第２項の規定により公安委員会が定める教習資格認定証の有効期間は、３月とする。

（委任）
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第５条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び施行規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定め

る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年３月１５日

群馬県公安委員会委員長 町 田 錦一郎

群馬県公安委員会規則第５号

群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例施行規則の一部を改正する規則

群馬県銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例施行規則（平成２０年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。

第２条第１項中「による銃砲」を「による銃砲等」に改める。

別記様式中「あて」を「宛て」に、「申請人氏名 」を「申請人氏名」に、

「
所持許可等申請銃種

を
銃 番 号

」

「
所持許可等申請に係
る銃砲等又は刀剣類 に、
の種類及び特徴

」

「
上記免除申請する銃砲については、国又は地方公共団体の業務にのみ使用する銃砲であることを証

明します。

を
年 月 日

長

」

「
上記免除申請する銃砲等又は刀剣類については、国又は地方公共団体の業務にのみ使用する銃砲等

又は刀剣類であることを証明します。

年 月 日
に改

所在地

職名・氏名

」

め、同様式注２中「所持許可等申請銃種欄、銃番号欄」を「所持許可等申請に係る銃砲等又は刀剣類の種類及び特

徴欄」に、「銃砲所持許可申請書又は銃砲所持許可証」を「各所持許可申請書又は所持許可証」に改める。

附 則
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8

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前の別記様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用

することができる。

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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